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1
中央区花と緑のまちづくり推進要綱による緑化指導は
いつから行われているのでしょうか？

平成元年４月１日から施行されています。

2
緑化対象植物とはどのようなものでしょうか？
また、樹種の指定はありますでしょうか？

セダム、芝生、タマリュウ等の地被類のほかコケ等も
対象としております。
樹種の指定はありませんが、多年草等の継続的に緑化
可能な樹種を選定してください。

3
壁面後退部に接する箇所に緑化した場合は、接道部緑
化として認められるのでしょうか？

接道部緑化として認めています。

4
どのような場合に緑化計画書を提出すればよいので
しょうか？

・敷地面積が200㎡未満の建築計画は、区への緑化計
画書の提出は不要です。
・敷地面積が200㎡以上1,000㎡未満の建築計画は、
区に緑化計画書の提出が必要です。
・敷地面積が1,000㎡以上の建築計画は、東京都条例
の対象となるため、区への緑化計画書の提出は不要で
す。

5
建物の利用用途や立地上、緑化基準を満たすことがで
きません。

計画書の提出前に平面図等をお持ちいただき、窓口に
てご相談下さい。

6 総合設計制度等の等は、他に何があるのでしょうか？

総合設計制度のほかに一団地建築物設計制度を含みま
す（東京都条例の定義 建築基準法第59条の２、第86
条第１項から第４項まで又は第86条の２第１項から第
３項まで に従う）。

7
地上部の緑化基準を算出する際に用いる「建ぺい率」
は緩和後の建ぺい率でしょうか？

用途地域で定められた建ぺい率です。（緩和前の率を
用いてください）

8
接道部緑化率算定時に用途（店舗、住宅等）が複数あ
る場合は、どうすればよいでしょうか？

延べ床面積が一番大きい用途で、基準を算定してくだ
さい。

9
接道部の植栽幅はどのくらい確保すればよいでしょう
か？

0.5m以上確保してください。

10
プランターは緑化面積に算入することは可能でしょう
か？

可動式植栽基盤（プランター等）を使用する場合は、
単体の容量が50リットル以上のものであれば緑化面積
に算入可能です。

11
緑化計画書はいつ頃までに提出すればよいでしょう
か？

中央区市街地開発事業指導要綱第１３条に定められ
た、合意書提出の２週間前までに提出してください。

12
建築基準法42条第2項,第3項に定められた私道は、接
道部に該当しますか？

該当します。

13
区道以外の道路（都道、国道）も接道部に該当します
か？

該当します。
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14
既設の建築物を増築する場合、緑化計画書の提出は必
要でしょうか？

建築確認を伴う場合で、敷地面積200㎡以上1000㎡
未満に該当する場合には、緑化計画書の提出が必要に
なります。

15
モデルルーム等一定期間経過したら取り壊す仮設建築
物の場合、緑化計画書の提出は必要か？

建築確認を伴う場合で、敷地面積200㎡以上1000㎡
未満に該当する場合には、緑化計画書の提出が必要に
なります。

16 委任状は必要でしょうか？
不要です。緑化計画書及び緑化完了書の代理人欄にご
記入ください。

17 緑化計画書の審査期間はどのくらいでしょうか？

概ね2週間程度です。
計画書の内容に不備がある場合、内容の確認に時間を
要する場合がありますので、余裕を持って提出して下
さい。

18
緑化計画書提出後に、図面や数量等変更点が発生した
場合、変更届等提出する必要があるのでしょうか？

変更が軽微な場合は、工事完了後に提出する「緑化完
了書」に完了後の値を記載し提出してください。
ただし、緑化基準が下回る等の大幅な変更がある場合
は工事着工前に別途ご相談ください。

19 道路境界から壁面後退部間の緑化は可能でしょうか？
緑化として算入可能です。他の法令等による制限があ
る場合には、そちらに従ってください。

21
縁石を緑化面積や接道緑化延長に算入してもよいで
しょうか？

算入可能です。

22
敷地面積が250㎡以上の公共施設について計画書等の
提出はどのようにすればよいでしょうか？

東京都と中央区の両方に緑化計画書を提出して下さ
い。なお、緑化基準については東京都の条例に従って
ください。

23
緑化ブロックは緑化面積に算入することは可能でしょ
うか？

緑化面積に算入することが可能です。その場合、緑化
ブロックの面積に製品ごとの緑化率を乗じた値を緑化
面積としてください。

24
緑化ブロックは接道部緑化延長に算入することは可能
でしょうか

算入可能です。

25
ハンドホールや枡が緑地内に設置されているが、緑化
面積として算入は可能でしょうか？

樹木に覆われている場合や将来的に緑で覆われること
が想定される場合には、緑化面積に算入できます。

26
屋上等緑化の緑化が維持可能な部分とは、どのような
箇所でしょうか。

屋上のうち設備機器・露出配管がある箇所や、進入・
昇降が困難な箇所、通路部分等を除いた箇所をいいま
す。

27
緑化計画書提出後、事業者の代表者名や住所に変更が
あった場合、届出は必要でしょうか？

緑化完了書を提出する際、事業者欄に変更後の代表
者・住所を記載してください。ただし、事業者自体が
変更になった場合、変更前と変更後の事業者名が分か
る書類を緑化完了書提出時に添付してください。（任
意の書式で可）

28
緑化計画提出後、建築計画がなくなってしまったので
すが変更等の届出は必要でしょうか？

個別にご相談下さい。

29
花と緑のまちづくり推進要綱（緑化計画）の対象地域
を教えてください。

中央区全域が対象となります。

30 緑化地域に該当しますか？
中央区においては、都市緑地法により制限の受ける地
区等の指定（緑化地域や特別緑地保全地区等）や生産
緑地法に定められた地区の指定はありません。

31 景観法の手続きも行えますか？
景観法の事務手続きは東京都になります。
（窓口：都市整備局　緑地景観課）



32 接道部緑化の用途でホテルはどこに分類されますか？ その他に該当します。

33
緑化基準は、屋上部、接道部と屋上部全ての基準を満
たす必要があるのでしょうか？

全ての基準を満たすように計画してください。

34 基準に満たない場合、緑化計画書の提出は不要ですか？ 緑化計画書の提出は必要です。

35
複数の道路に接している場合、全ての面で接道部緑化
を行う必要があるのでしょうか？

全ての接道面で緑化する必要はありません。
２面を道路に接している計画において、一方の面に制
約があり緑化が出来ない場合、もう一方の面で接道緑
化の基準を満たすように緑化を配置することも可能で
す。

36
緑化計画書を既に提出済みなのですが、建物の用途を
変更する場合、届出等必要でしょうか？

個別にご相談下さい。

37
計画書の提出部数は2部ということですが、1部はコ
ピーでもいいですか？

コピーで構いません。なお、押印は不要となっていま
す。

38
計画書の提出時に、計画書受領済みの証明書類はいた
だけますか？

計画書の表紙をあらかじめコピーいただければ、受付
印を押印します。（ただし、この時点では協議済みと
はなりません）

39
要綱第7条（緑化の基準）第3項第1号および第2号の
「利用可能な部分」とありますが、「利用不可能な部
分」とはどういったものがありますでしょうか？

物理的に緑化できない箇所、設置すると危険な部分や
維持管理が困難な部分等を指します。

40

接道部緑化するにあたって、「ひさし」や「ベラン
ダ」の下も緑化面積に算入することは可能でしょう
か？
また、緑化する場合の注意点はありますか？

緑化面積に算入可能です。ただし、日当たりや周辺環
境を考慮し、維持管理が可能な樹種を選定いただくよ
うお願いします。

41
緑化完了時の写真はどのように撮影したらよいです
か？

緑化箇所ごとに全景が写るように撮影してください。
１枚で収まりきらない場合には複数枚に分けて撮影し
ていただいても構いません。

42
道路境界からどのくらいの離隔までが接道部緑化と認
められるのでしょうか？

道路境界に接して緑化した場合に、接道部緑化として
算入できます。
ただし、制約等により設置が困難な場合は事前にご相
談下さい。

43
ベランダ、壁面の緑化を行った場合、屋上等緑化対象
面積の記載はどのようになりますか？

ベランダ、壁面で緑化した面積を屋上等緑化対象面積
に加えてください。


